
４
月
よ
り
子
育
て
支
援
を
さ
ら
に
充
実
！

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

（
子
育
て
短
期
支
援
）

家
庭
で
の
養
育
が
一
時
的
に

困
難
と
な
っ
た
場
合
に
、
乳
児

院
・
児
童
養
護
施
設
に
お
い
て

原
則
７
日
以
内
で
児
童
を
お
預

か
り
し
、
家
庭
で
の
子
育
て
を

支
援
し
ま
す
。

■
対
象

市
内
に
居
住
す
る
児
童
で
、

次
の
理
由
に
よ
っ
て
、
家
庭
で

の
養
育
が
一
時
的
に
困
難
と

な
っ
た
場
合

・
保
護
者
の
疾
病

・ 

保
護
者
の
育
児
疲
れ
、
育
児

不
安
等
に
よ
る
身
体
上
ま
た

は
精
神
上
の
疲
れ
や
不
安

・ 

保
護
者
の
出
産
、
看
護
、
事

故
、
災
害
、
失
踪
等

・ 

保
護
者
の
冠
婚
葬
祭
、
転
勤
、

出
張
ま
た
は
学
校
等
の
公
的

行
事
へ
の
参
加
等

・ 

経
済
的
問
題
等
に
よ
り
緊
急

一
時
的
に
保
護
を
必
要
と
す

る
場
合

育
児
マ
マ
・
パ
パ

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
利
用
券

　

１
歳
未
満
の
在
宅
乳
児
を
養

育
す
る
保
護
者
の
方
が
、
美
容

室
な
ど
で
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
、

冠
婚
葬
祭
、
通
院
な
ど
で
乳
児

を
一
時
的
に
預
け
た
い
と
き
に

保
育
園
等
を
利
用
で
き
る
「
育

児
マ
マ
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
利
用

券
」（
12
時
間
分
）
を
発
行
し

て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
「
育
児
マ
マ
リ
フ
レ
ッ

シ
ュ
利
用
券
」
は
、
平
成
27
年

４
月
よ
り
、
対
象
を
３
歳
未
満

ま
で
、
発
行
時
間
を
36
時
間
と

拡
大
し
、
「
育
児
マ
マ
・
パ
パ

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
利
用
券
」
と
し

て
新
制
度
に
変
わ
り
ま
す
。
新

制
度
は
、
平
成
27
年
４
月
以
降

に
生
ま
れ
た
乳
幼
児
か
ら
適
用

さ
れ
ま
す
が
、
平
成
24
年
４
月

か
ら
平
成
27
年
３
月
末
ま
で
に

生
ま
れ
た
乳
幼
児
に
も
経
過
措

置
と
し
て
出
生
年
月
に
応
じ
て

一
定
時
間
数
の
利
用
券
を
発
行

し
ま
す
。

■
対
象
者

　

下
野
市
に
住
所
を
有
し
、
保

育
園
等
（
認
可
外
保
育
施
設
や

児
童
福
祉
施
設
を
含
む
）
に
入

所
し
て
い
な
い
、
生
後
３
か
月

か
ら
３
歳
未
満
の
健
康
な
乳
幼

児
を
養
育
し
て
い
る
保
護
者
の

方■
申
請
方
法

　

申
請
書
を
こ
ど
も
福
祉
課

（
石
橋
庁
舎
）
に
ご
提
出
く
だ

さ
い
。
申
請
の
際
に
は
、
印
鑑

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
申
請
書
は
、
こ
ど
も
福
祉
課

に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

※
郵
送
で
の
申
請
、
市
民
課
窓

口
で
の
申
請
は
受
け
付
け
て
お

り
ま
せ
ん
。

■
利
用
方
法

①
予
約

　

利
用
日
の
１
週
間
前
ま
で
に

希
望
の
保
育
園
へ
直
接
電
話
に

て
予
約
を
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

②
乳
幼
児
の
面
接

　

利
用
す
る
保
育
園
へ
育
児
マ

マ
・
パ
パ
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
事
業

利
用
決
定
通
知
書
を
提
示
し
、

面
接
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

③
利
用
当
日

　

利
用
開
始
時
に
、
利
用
券
の

提
示
を
お
願
い
し
ま
す
。
利
用

券
を
お
忘
れ
に
な
る
と
、
各
保

育
園
の
規
定
料
金
が
か
か
り
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
利
用
上
の
注
意
点

・
利
用
時
間
は
１
回
に
つ
き
最

大
４
時
間
ま
で
と
な
り
ま
す
。

■
利
用
の
申
請

　

印
鑑
を
ご
持
参
の
う
え
、
遅

く
と
も
利
用
日
の
７
日
前
ま
で

に
こ
ど
も
福
祉
課
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
（
緊
急
の
場
合
は
要

相
談
）
。

　

児
童
が
病
気
の
場
合
や
、
施

設
の
状
況
な
ど
に
よ
り
、
利
用

で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

こ
ど
も
福
祉
課（
石
橋
庁
舎
）

　

☎（
52
）１
１
１
４

■入所費用の負担（一人一泊当たり）

年齢区分 利用者負担区分 利用者負担額（円）

２歳児未満

慢性疾患児

生活保護世帯 ０

市民税非課税世帯 １，１００

その他の世帯 ５，３５０

２歳児以上

生活保護世帯 ０

市民税非課税世帯 １，０００

その他の世帯 ２，７５０

・ 市民税非課税のひとり親家庭等の場合は、生活保護世帯
の負担額になります。

・ その他の世帯のひとり親家庭等の場合は、市民税非課税
世帯の負担額になります。

■お預かりする施設

区分 施設名 所在地

乳児院
宇都宮乳児院 宇都宮市竹林町945－１

すみれ乳児院 小山市駅東通り１－10－２

児童養
護施設

きずな 宇都宮市睦町３－７

ネバーランド 鹿沼市下奈良部町１－81

４月より子育て支援をさらに充実！

Shimotsuke

広報しもつけ　2015.4
10


